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Ⅰ 委託事業名 

令和８年度令和の日本型学校体育構築支援事業（多様な武道等指導の充実及び支

援体制の強化） 

 

Ⅱ 事業の目的 

我が国固有の伝統文化である武道等の指導の充実を図るため、子供たちが多様な

武道に触れるとともに、武道の伝統的な考え方や技の仕組み、一つ一つの動作がも

つ意味などについてより深く理解し実践することができるよう、保健体育の授業で

学ぶ各武道の様々な技や動き等について、概要、動作の解説などをわかりやすくま

とめた映像資料（動画等）を作成する。 

 

Ⅲ 事業内容・委託仕様 

令和の日本型学校体育構築支援事業（多様な武道等指導の充実及び支援体制の強

化）を実施するための業務について、以下により実施するものである。 

 

１ 委託契約期間 

委託契約終結日 ～ 令和９年３月２０日 

 

２ 委託事業の内容 

「Ⅱ 事業の目的」を踏まえ、以下（１）～（４）のとおり、本事業に係る一

連の業務を実施すること。 

 

（１）監修者会議の開催 

映像資料等の作成に先立ち、作成する映像資料等の内容や作成方針を関係者

間で共有する会議を開催する。そのうえで、保健体育の授業で実施される武道

（柔道、剣道、相撲、空手道、なぎなた、弓道、合気道、少林寺拳法、銃剣道

など）の授業で取り扱われる基本的な技、使用する用具、実践方法等について

の情報の収集、整理を行い、映像資料の構成を検討するための基礎資料を得る。 

 

（２）映像資料等の作成 

各武道の基本的な技、使用する用具等について、生徒が理解しやすい内容で、

１本２分以上の短い動画で構成される解説資料を作成する。その際、各武道の

体育授業における具体的な活動方法と安全に活動するための留意点について

は必ず説明することとする。作成する資料の構成イメージは以下のとおり。 

なお、映像資料等の内容については、スポーツ庁と協議の上、各武道団体や

学校で武道の指導にあたる教員等の協力と監修を得て作成すること。 
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【映像資料等の作成イメージ】 

 

① 体育授業で実施する際の留意点に関する解説動画 

（１本あたり２分～５分） 

体育授業で武道を学習する際に、礼法や所作、安全面等、学習者や授業者

が留意する点を複数の内容（令和７年度事業の内容を踏まえてスポーツ庁と

協議の上作成）で構成される解説資料集を作成する。その際、初めて武道に

触れる生徒も無理なく学習に取り組めるよう、歴史的な背景等を踏まえた知

識を習得できる内容とすること。 

 

② 基本的な技、動作、用具等の解説動画 

（１本あたり２分～５分） 

各武道の基本的な技、動作、用具等について、複数の動画（令和７年度事

業の内容を踏まえてスポーツ庁と協議の上作成）で構成される解説資料集を

作成する。その際、初めて武道に触れる生徒や、運動が苦手な生徒も無理な

く学習に取り組めるよう、基礎的な内容からはじめ、段階を踏んだ丁寧な説

明を行うこと。 

また、技能の習得などを通して人間形成を図る武道の伝統的な考え方を理

解できるように、単に技や動作の解説、技術の向上についてのみ説明するの

ではなく、動作に込められた意味や安全に行うための留意点等、人間形成に

つながる要素や考え方についても説明を行うこと。 

 

③ 練習、稽古等の実施方法解説動画 

（１本あたり２分～５分） 

体育授業等で行う基礎的、段階的な練習方法、本格的な施設や用具等がな

い環境で行う稽古の実施方法や代替して活用できる用具等について、複数の

動画で構成される解説資料集を作成する。紹介する内容は、初めて武道に触

① 体育授業で実施する際の留意点に関する解説動画 

（９武道×１本以上） 

 

② 基本的な技、動作、用具等の解説動画 

（９武道×２本×３種類以上） 

 

③ 練習、稽古等の実施方法解説動画 

（９武道×４本×３種類以上） 

 

④ 映像資料の概要（９武道×A４版１枚以上） 
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れる生徒や運動が苦手な生徒もいることを踏まえ、経験の少ない者が行って

も安全に取り組むことが可能な活動内容とすること。 

 

④ 概要資料の作成 

作成した各武道の概要、礼・技・用具等の解説動画について、それぞれの

内容を A4版１枚以上にまとめた概要資料を作成する。 

 

⑤ 資料構成等の統一 

資料の作成に当たっては、各武道について動画の長さや基本的な構成等の

統一を図るなど、一連の説明資料として閲覧しやすい内容になるよう留意す

ること。 

 

（３）セキュリティ 

取得した情報等について、セキュリティ対策の徹底を行うことにより、情報

漏えい等、不具合の発生を防ぐこと。 

    

（４）事業全体の連携・マネジメント 

① 事業の各工程の連携を図るとともに、全体のマネジメントを適切に行うこ

と。本仕様書に示す業務を確実に実施する体制を確立すること。 

② 事業のスケジュール・進捗状況や経理状況を適切に管理すること。 

 

（５）成果物 

上記２（２）①～④に示すもの（データ納品） 

 

（６）納入期限 

  令和９年３月２０日 

 

（７）納入場所 

  スポーツ庁政策課企画調整室 

 

（８）契約件数及び事業規模等 

・契約件数：１件 

・事業規模：９５,０００千円（税込）を上限とする。 

 

（９）その他 

・公開用ファイルのファイル形式やサイズ等は、GIGAスクール構想第 2期で整

備された学習者用コンピュータ及びネットワーク等、一般的な学校の学習環

境で無理なく使用することができるものとすること。 

・動画資料は編集に用いたファイル形式及び公開用ファイル形式の動画ファイ

ルを、テキスト等の資料は PDFファイルと編集可能な電子媒体を提出するこ
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と。 

・出演者、撮影場所及び資料映像等の使用許諾の取得など、作成する映像資料

等を広く一般に公開できるようにするために必要な権利処理等を行うこと。 

・映像資料等は、教材として使用することを前提として、若年者の視聴に適し

た内容となるよう、映像や表現については十分配慮すること。 

 

３ 応札者に求められる要件 

（１）要求要件の概要 

① 本委託事業に係る応札者に求める要求要件は、「（２）要求要件の詳細」に

示すとおりである。 

② 要求要件は必須の要求要件と必須以外の要求要件がある。 

③ 「＊」の付してある項目は必須の要求要件であり、最低限の要求要件を示

しており、技術審査においてこれを満たしていないと判断がなされた場合

は不合格として落札決定の対象から除外される。 

④ 必須以外の要求要件は、満たしていれば望ましい要求要件であるが、満た

していなくても不合格とならない。 

⑤ これらの要求要件を満たしているか否かの判断及びその他提案内容の評

価等は、「スポーツ庁政策課企画調整室技術審査委員会」において行う。

なお、総合評価落札方式に係る評価基準は別添の「総合評価基準」に基づ

くものとする。 

 

（２）要求要件の詳細 

１ 業務の実施方針 

１－１ 業務内容の妥当性、独創性 

＊１－１－１ 仕様書記載の業務内容について全て提案されていること。〔仕

様書に示した内容以外の独自の提案がされていればその内容に

応じて加点する。〕 

＊１－１－２ 偏った業務内容となっていないこと。 

１－２ 業務実施方法の妥当性、独創性 

＊１－２－１ 事業の実施方法が妥当であること。〔方法に事業成果を高める

ための工夫があればその内容に応じて加点する。〕 

＊１－２－２ 事業実施手法が明確であること。 

   １－３ 作業計画の妥当性、実現性 

＊１－３－１ 作業の日程・手順等に無理がなく目的に沿った実現性があるこ

と。〔作業の日程・手順等が効率的であれば加点する 。〕 

 

２ 組織の経験・能力 

   ２－１  組織の類似事業の経験 
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２－１－１ 過去に類似の事業を実施した実績があればその内容に応じて

加点する。 

   ２－２ 組織の事業実施能力 

＊２－２－１ 事業を遂行する人員が確保されていること。 

 ２－２－２ 幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有して

いれば加点する。 

＊２－２－３ 事業を実施する上で適切な財務基盤、経理能力を有しているこ

と。 

２－３ 業務に当たってのバックアップ体制 

 ２－３－１ 円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれていれば加点す

る。 

 

３ 業務従事予定者の経験・能力 

   ３－１  業務従事予定者の類似事業の経験 

３－１－１ 過去に類似の業務をした実績があればその内容に応じて加点

する。 

   ３－２ 業務従事予定者の事業内容に関する専門的・適格性 

   ＊３－２－１ 事業内容に関する知識・知見を有していること。 

    ３－２－２ 事業内容に関する人的ネットワークを有していれば加点する。 

 

４ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 

４－１  ワーク・ライフ・バランス等の取組 

４－１－１ 以下のいずれかの認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定

等相当確認を受けていれば加点する。 

〇 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍

推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし

認定企業）を受けていること。又は、女性活躍推進法に基づく

一般事業主行動計画策定済（常時雇用する労働者の数が１００

人以下のものに限る）。 

〇 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くる

みん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認

定企業）を受けていること。又は、次世代法にもとづく一般事

業主行動計画策定済（常時雇用する労働者の数が１００人以下

のものに限る）。 

〇 青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基

づく認定を受けていること。 

〇 スポーツ庁「Sport in Life プロジェクト」によるスポーツ

エールカンパニーの認定を受けていること。 
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 ※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外

国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 

  

５ 賃上げを実施する企業に関する指標 

 ５－１ 賃上げの表明 

  以下のいずれかを表明していること。（いずれかを応札者が選択するものと

する※１） 

  ５－１－１ 入札者である中小企業※２等が、契約締結予定日が属する会計

年度に開始する事業年度において、対前年度比で「給与総額」を

2.5％以上増加させる旨を従業員に表明していること。 

５－１－２ 入札者である中小企業等が契約締結予定日が属する暦年にお

いて、対前年比で「給与総額」を 2.5％以上増加させる旨を従業

員に表明していること。 

※１ 経年的に賃上げ表明を行う場合、賃上げ表明を行う期間は、前

年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないようにす

ること。 

※２ 中小企業とは、法人税法（昭和４０年法律第３４号）第６６条

第２項、第３項及び第６項に規定される、資本金等の額等が１

億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。 

     

４．検査 

発注者による業務完了（廃止）報告の内容が、契約の内容及びこれに付した条

件に適合するものであるかは、発注者が確認することをもって検査とする。 

 

５．守秘義務 

受託者は、本調査事業の実施で知り得た非公開の情報を第三者に漏えいしては

ならない。 

受託者は、本調査事業に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理

者の注意義務をもって管理し、本調査業務以外に使用しないこと。 

 

６．届出義務 

受託者は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など

技術提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異

なる状況となった場合には、速やかにスポーツ庁へ届け出ること。 

 

 ７．取引停止期間中の者への支出の禁止 

   再委託先や事業費による支出先に取引停止期間中の者を含めないこと。 
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８．賃上げを実施する企業に関する指標に係る留意事項 

発注者は、受注者が賃上げを実施する企業に関する指標における加点を受けた

場合、受注者の事業年度等（事業年度及び暦年をいう。）が終了した後、表明し

た率の賃上げを実施したことを以下の手法で確認する。 

・5-1-1 の場合は、賃上げを表明した年度及びその前年度の法人事業概況説明書

の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額

を比較する。 

・5-1-2 の場合は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「１給与所得の

源泉徴収票 合計表（375）」の「Ａ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」

を比較する。 

加点を受けた受注者は、確認のため必要な書類を速やかに発注者に提出するこ

と。ただし、前述の書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理

士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認するこ

とができる書類であると認められる書類等をもって代えることができる。 

 

上記の確認を行った結果、加点を受けた受注者が表明書に記載した賃上げ基準

に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合においては、

当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。

詳細は従業員への賃金引上げ計画の表明書裏面の（留意事項）を確認すること。 

なお、確認に当たって所定の書類を提出しない場合も、賃上げ基準に達してい

ない者と同様の措置を行う。 

 

９．利益控除 

再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。また、

再委託費以外のすべての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に

該当する経費については、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法に

おいて競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにすること。 

 

10．協議事項 

この仕様書に記載されていない事項、又は本仕様書について疑義が生じた場合

は、スポーツ庁と適宜協議を行い決定するものとする。 

 

11．その他 

（１）人件費単価等は、スポーツ庁委託事業事務処理要領と経費計上の留意事項等

を遵守すること。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基

づく認定など技術提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記

載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。 

（スポーツ庁委託事業事務処理要領： 
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https://www.mext.go.jp/sports/content/20260423-spt_sseisaku02-000049444

_00000016.pdf） 

（２）一般管理費は、①直近の決算から算出、②受託者の内規、③人件費及び事業

費（再委託費を除く）の１０％以内の３つを比較して最も低い率とする。 

（３）委託者と受託者との間では、消費税及び地方消費税相当額を計算する際の税

率は１０％とする。 

（４）本事業で知り得た情報について、他の業務等で利用及び提供をしないこと。 

（５）本仕様書に定めのない事項については、スポーツ庁と十分な協議の上、行う

ものとする。 

https://www.mext.go.jp/sports/content/20260423-spt_sseisaku02-000049444_00000016.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/content/20260423-spt_sseisaku02-000049444_00000016.pdf

